
中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理

個別事業

（令和２年度分）

資料１－２



方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－１　教育・保育環境の整備

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

保育施設の整備　☆

保育所等定員数
　0歳：492人
　1～2歳：1,999人
  3～5歳：3,059人
※認可保育所・認定こども園・認証
   保育所・地域型保育事業の合計

保育所等定員数
　0歳：502人
　1～2歳：2,071人
  3～5歳：3,177人
※認可保育所・認定こども園・認証
   保育所・地域型保育事業の合計

保育所等定員数
　0歳：609人
　1～2歳：2,603人
　3～5歳：4,098人
※認可保育所・認定こども園・認証
   保育所・地域型保育事業の合計

保育課

【居宅訪問型保育事業】
　障害者向け：3人
　待機児童向け：10人

【居宅訪問型保育事業】
　障害者向け：7人
　待機児童向け：18人

【居宅訪問型保育事業】
　ニーズや待機児童の状況に応じて
実施していきます。

【認証保育所保育料補助等】
　保育料補助件数：延べ4,567件

【認証保育所保育料補助等】
　保育料補助件数：延べ4,481件

【認証保育所保育料補助等】
　引き続き認証保育所保育料の一部
補助を実施します。
　幼児教育・保育の無償化に対応し
た給付を実施していきます。

育児休業後の保育
施設の確保

1歳児から定員設定の保育施設数
：12園

期間限定型保育事業（4，5歳児クラ
スの空きを利用し1歳児の保育を実
施）
　実施認可保育所：2園
　1歳児定員：5人

1歳児から定員設定の保育施設数
：13園

期間限定型保育事業（4，5歳児クラ
スの空きを利用し1歳児の保育を実
施）
　実施認可保育所：3園
　1歳児定員：9人

　引き続き、1歳児からの定員設定と
する保育施設整備に取り組んでいき
ます。
　新規開設の認可保育所において、
空きが出る4，5歳児クラスの枠を活
用し、1歳児の保育を実施します。

保育課

認定こども園の整備
☆

保育所型認定こども園の整備（1園）
　・城東小学校改築に伴う認定こども
　  園（工事）

幼保連携型認定こども園の整備
（2園）
　・阪本こども園（工事）
　・晴海特別出張所（仮称）等複合
　 施設内認定こども園（実施設計）

保育所型認定こども園の整備（1園）
　・城東小学校改築に伴う認定こども
　  園（工事）

幼保連携型認定こども園の整備
（2園）
　・阪本こども園
　　（令和2年5月竣工、開設準備）
　・晴海特別出張所（仮称）等複合
　 施設内認定こども園
　　（建設工事着手に向けた諸調整）

保育所型認定こども園の整備（1園）
　・城東小学校改築に伴う認定こども
　　園（令和5年4月開園予定）

幼保連携型認定こども園の整備
（2園）
　・阪本こども園
　　（令和3年4月開園）
　・晴海特別出張所（仮称）等複合
　 施設内認定こども園
　  （令和6年4月開園予定）

保育課、
学務課、
学校施設課

（２）
施設整備以外の保
育事業等　☆

保育課

認定こども園の整備2

（３）

（１）

　（　注　釈　）
　　事業欄に☆または★がある事業は以下のとおりです。

　☆：計画の基本的記載事項として規定され、「中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理　主な事業の量の見込みと確保方策」に計画上の施策・事
　　　業の状況、実績数値などをもとに点検・評価を掲載しています。

　★：学童クラブと連携するため、「中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理　主な事業の量の見込みと確保方策」に計画上の施策・事業の状況、
　　　実績数値などをもとに点検・評価を掲載しています。

保育環境の整備

№

1

（１）
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方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－１　教育・保育環境の整備

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

小・中学校の整備
☆

・阪本小学校（改築工事）
・城東小学校（改築工事）
・晴海西小学校(仮称）・
 晴海西中学校(仮称）（実施設計）

・阪本小学校（令和2年8月開設）
・城東小学校（改築工事）
・晴海西小学校(仮称）・
 晴海西中学校（仮称）
　（建設工事着手に向けた諸調整）

・阪本小学校（令和2年8月開設）
・城東小学校（令和4年9月開設
　予定）
・晴海西小学校(仮称）・
 晴海西中学校（仮称）
  （令和6年4月開校予定）

学校施設課（１）

3 教育環境の整備
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方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－２　教育・保育内容の充実

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

保育士への支援

・キャリアアップ補助金
　（公設民営含む）：56園
・保育士等職員宿舎借上支援事業
　補助金(公設民営園を含む)：57園
・保育士資格取得支援事業補助金
　(合格者なし)
・ICT推進事業補助金：3園
・実務研修
  （区立・私立認可保育所等の保育
    士、看護師、調理員対象）：12回
・私立園歳児別研修：2回

・キャリアアップ補助金
　（公設民営含む）：59園
・保育士等職員宿舎借上支援事業
　補助金(公設民営園を含む)：62園
・保育士資格取得支援事業補助金
　：1園
・ICT推進事業補助金：2園
・実務研修
  （区立・私立認可保育所等の保育
    士、看護師、調理員対象）：4回
　※新型コロナウイルス感染症拡大
　　 防止のため8回中止
・私立園歳児別研修：1回

　引き続き、保育士確保のために対
応した事業を実施します。
　また、保育士一人ひとりの意欲を高
め、専門性の向上につながる研修を
継続して行います。

子育て支援課、
保育課

教育・保育における
安全対策

　各施設・事業者ごとに策定した安全
確保策の取組状況を確認し、巡回支
援を行うとともに、私立認可保育所
等においては指導検査を実施してい
ます。
　死亡事故や治療に要する期間が30
日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事
故等が発生した場合、区への速やか
な報告を行うとともに、区は都を通じ
て国に報告しています。

　各施設・事業者ごとに策定した安全
確保策の取組状況を確認し、巡回支
援を行うとともに、私立認可保育所
等においては指導検査を実施してい
ます。
　死亡事故や治療に要する期間が30
日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事
故等が発生した場合、区への速やか
な報告を行うとともに、区は都を通じ
て国に報告しています。

　各施設、事業者における事故防止
の取組など安全確保策を確認するた
め、区の巡回支援・指導監督を強化
していきます。
　引き続き、重大事故が発生した場
合には速やかに都を通じて国に報告
を行うとともに、区全体で共有し安全
対策の徹底を図っていきます。

子育て支援課、
保育課、
指導室

遊びや活動の場の確
保

・保育所園庭開放：4園
　プール貸し出し園：14園
・学校校庭、体育館貸し出し
　：13校59園
（私立認可保育所等の運動会利用）
・十思スクエア小ホール利用
　：延べ697人
・浜町運動場利用：延べ2,946人
・月島運動場利用：延べ4,721人

・保育所園庭開放：6園
　プール貸し出し園：7園
・学校校庭、体育館貸し出し
　：新型コロナウイルス感染症拡大
　 防止のため中止
（私立認可保育所等の運動会利用）
・十思スクエア小ホール利用
　：延べ621人
・浜町運動場利用：延べ2,223人
・月島運動場利用：延べ3,015人

　引き続き、子どもの成長・発達を促
し、集団遊びや交流の場となる安心・
安全な遊び場を確保するとともに利
用しやすい仕組みづくりを行います。

子育て支援課、
保育課、
スポーツ課

多様な主体の参入促
進　☆

私立認可保育所・認定こども園数
：42園
　【運営主体】
　　社会福祉法人：5園
　　学校法人：1園
　　株式会社：35園
　　有限会社：1園

私立認可保育所・認定こども園数
：47園
　【運営主体】
　　社会福祉法人：7園
　　学校法人：1園
　　株式会社：38園
　　有限会社：1園

　引き続き、私立認可保育所等の開
設支援に努めるとともに、認定こども
園の導入を推進していきます。
　また、本区において新規に参入す
る事業者へ指導・監督・助言等を行う
体制づくりを推進していきます。

保育課

№

1 保育の質の確保

（２）

　定期的な巡回をすることにより、保
育内容や安全性の確認をするととも
に、質の確保・向上に取り組みます。
　また、多様化する保育施設の実態
を把握し、認可外保育施設の指導検
査にも取り組み、中央区全体の保育
水準の向上を図ります。

保育課（１）
保育園巡回支援・指
導検査

（１）巡回支援
　私立認可保育所（42園）：449回
　小規模・事業所内保育所（3園）
　：27回
　家庭的保育事業所（3事業所）
　：19回　※1事業所休止中
　認証保育所（12園）：113回
　区立・公設民営保育所（16園）
　：134回
　都認可外巡回指導同行（40施設）
　：26回
　都認証巡回指導同行（12施設）
　：3回
（２）指導検査
　私立認可保育所（20園）：20回
　※都との合同検査3回（3園）含む
　小規模・事業所内保育所（3園）
　：3回
　家庭的保育事業所（3事業所）：2回
　認証保育所（6園）：6回
　都検査立会い 認可保育所（1園）
　：1回
　都検査立会い 認証保育所（2園）
　：2回
　都検査立会い 認可外保育所
　（11園）：11回

（１）巡回支援
　私立認可保育所（47園）：252回
　小規模・事業所内保育所（3園）
　：12回
　家庭的保育事業所（1事業所）
　：5回
　認証保育所（12園）：37回
　区立・公設民営保育所（16園）
　：34回
　都認可外巡回指導同行（41施設）
　：0回
　都認証巡回指導同行（12施設）
　：4回
（２）指導検査
　私立認可保育所（24園）：24回
　※都との合同検査0回
　小規模・事業所内保育所（3園）
　：3回
　家庭的保育事業所（1事業所）：1回
　認証保育所（4園）4回
　都検査立会い 認可保育所（3園）
　：3回
　都検査立会い 認証保育所（0園）
　：0回
　都検査立会い 認可外保育所
　（4園）：4回

（４）

（５）

（３）
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方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－２　教育・保育内容の充実

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

保幼小の連携　☆

保幼小における合同連絡会・研修会
の実施
　連絡会：2回
　研修会：4回

保幼小連携推進委員会の実施：6回

保幼小における合同連絡会・研修会
の実施
　連絡会：新型コロナウイルス感染症
　　　　　　拡大防止のため中止
　研修会：新型コロナウイルス感染症
　　　　　　拡大防止のため中止

保幼小連携推進委員会の実施：5回

　保幼小連携推進委員会では、保幼
小の接続・連携の課題解決に向けて
検討を行い、必要に応じて指導資料
集等の更新・作成を行います。

子育て支援課、
保育課、
指導室

幼稚園訪問指導・研
修の実施

・訪問指導
　　公立幼稚園（13園）：348回
・研修
　　法令等研修：51回
 　 必修研修：15回
　　指導力ＵＰ講座：18回

・訪問指導
　　公立幼稚園（13園）：391回
・研修
　　法令等研修：50回
 　 必修研修：15回
　　指導力ＵＰ講座：17回

　定期的な訪問指導、職層、経験に
応じた研修をすることにより、教育の
質の確保・向上に取り組みます。

指導室

学力・豊かな心・
健康、体力

【学力】
・学習力サポートテスト等の結果
 分析に基づく授業改善
・区独自の講師を活用した少人数
 指導・習熟度別指導や補習講座
 の実施
・就学前教育から義務教育9年間
 に至る学びの連続性を確保する
 ための交流や情報交換等

【豊かな心】
・教育活動全体を通じた人権教育
 の推進
・道徳の時間を中心に教育活動
 全体を通した道徳教育の実施
・道徳授業地区公開講座の実施
・命と心の教育の推進

【健康、体力】
・保健学習やマイスクールスポーツ、
 運動部活動等の日常的な運動に
 関する取組の実施
・「小中学校児童・生徒体力調査」
 の実施
・全小学校における体育指導補助員
 および中学校部活動外部指導員の
 配置
・食育の授業の実施

【学力】
・学習力サポートテスト等の結果
 分析に基づく授業改善
・区独自の講師を活用した少人数
 指導・習熟度別指導や補習講座
 の実施
・就学前教育から義務教育9年間
 に至る学びの連続性を確保する
 ための交流や情報交換等

【豊かな心】
・教育活動全体を通じた人権教育
 の推進
・道徳の時間を中心に教育活動
 全体を通した道徳教育の実施
・道徳授業地区公開講座の実施
（新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止）
・命と心の教育の推進

【健康、体力】
・保健学習やマイスクールスポーツ、
 運動部活動等の日常的な運動に
 関する取組の実施
・「小中学校児童・生徒体力調査」
 の実施
・全小学校における体育指導補助員
 および中学校部活動外部指導員の
 配置
・食育の授業の実施

【学力】
・各種学力テストを活用した継続した
 授業改善
・非常勤講師等を活用した個に応じ
 た指導の充実
・幼稚園・保育園等、小学校、中学校
 の連携強化

【豊かな心】
・保護者・地域と連携した人権教育、
 道徳教育の充実
・自殺防止を含めた命と心の教育
 の充実

【健康、体力】
・健康づくりや体力づくりの推進
・「小中学校児童・生徒体力調査」を
 活用した体力向上の取組の充実
・体育指導補助員・中学校部活動
 外部指導員配置の継続
・食育推進事業の充実

（２）

（１）

2 保幼小の連携

（１）

3 教育内容の充実

指導室
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方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－３　子どもの居場所づくり

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

放課後児童健全育
成事業（学童クラブ）
☆

クラブ数：13
定員数：510人
暫定定員数：75人
入所者数：585人

クラブ数：13
定員数：510人
暫定定員数：75人
入所者数：585人

クラブ数：13
定員数：510人
暫定定員数：75人
※暫定定員数：当該年度の応募
   状況により、暫定的に拡大する
   定員枠

子ども家庭支援
センター

放課後子供教室（子
どもの居場所「プレ
ディ」）　★

実施校数：12校
利用登録者数：3,545人

　プレディの利用拡大を図るため、小
学校の新入生説明会でプレディの紹
介を行い、普段プレディを利用してい
ない保護者や児童に、プレディの事
業内容を説明し利用促進を行った。
　また、サポーター登録の拡大を図
るため、町会の会合等に出席し、事
業の説明と勧誘を行った。
　低学年からの学習習慣定着を図る
ため、プレディで自主学習支援を開
始した。

実施校数：12校
利用登録者数：3,109人

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、保護者に就労条件を
設けての運営となったが、下校後、
自宅に保護者がいない児童の見守り
など、児童や家庭のセーフティーネッ
トとして一定の役割を果たすことがで
きた。
　延べ利用者数：54,670人

実施校数：13校
利用登録者数：7,325人

教育委員会
事務局庶務課

【児童館】
児童館利用者数：614,289人

【児童館】
児童館利用者数：392,097人

【児童館】
　乳幼児から中高生までのさまざま
なニーズに対応した柔軟な運営を
図っていきます。

【児童館でのボランティア活動の推
進】
キッズボランティア参加者数：559人

【児童館でのボランティア活動の推
進】
キッズボランティア参加者数：0人
※新型コロナウイルス感染症拡大
　 防止のため中止

【児童館でのボランティア活動の推
進】
　引き続き、児童館行事等を通じて
ボランティア活動を推進していきま
す。

（３） 児童館運営
子ども家庭支援
センター

№

1 子どもの居場所づくり

（１）

（２）
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－１　妊娠期から子育て期まで安心して過ごすための支援

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

妊婦健康診査　☆

＜妊婦健診受診件数＞
　1回目：2,261件
　2～14回目：21,466件
　超音波検査：1,904件
　子宮頸がん検査：2,006件

＜妊婦健診受診件数＞
　1回目：2,139件
　2～14回目：20,396件
　超音波検査：1,793件
　子宮頸がん検査：1,903件

　国が示す妊婦健診の実施基準を踏
まえ、検査項目等に検討を加えなが
ら、妊婦健康診査を実施していきま
す。

健康推進課、
保健センター

母子保健教育（プレ
ママ教室、パパママ
教室）・産後ケア（宿
泊型）事業

【母子保健教育（プレママ教室、パパ
ママ教室）】
　プレママ教室：延べ27回、
　　　　　　　　　  延べ484人
　働く女性のためのプレママ教室
　：7回、134人
　パパママ教室：22回、1,094人

【産後ケア（宿泊型）事業】
　産後ケア（宿泊型）事業利用者
　：255組

【母子保健教育（プレママ教室、パパ
ママ教室）】
　プレママ教室：延べ26回、
　　　　　　　　　  延べ302人
　働く女性のためのプレママ教室
　：14回、126人
　パパママ教室：14回、357人
　※プレママ教室は3日制を8回、
　　 1日制を2回実施

【産後ケア（宿泊型）事業】
　産後ケア（宿泊型）事業利用者
　：253組

【母子保健教育（プレママ教室、パパ
ママ教室）】
　引き続き、プレママ教室、働く女性
のためのプレママ教室、パパママ教
室を実施することにより、保護者の子
育てする力の向上に取り組んでいき
ます。

【産後ケア（宿泊型）事業】
　引き続き、産後ケア事業を実施す
ることにより、出産後の母親の育児
に対する負担感の軽減に取り組んで
いきます。

健康推進課、
保健センター

乳児家庭全戸訪問
事業（新生児等訪問
指導）　☆

出生数：2,104人
訪問率：84.2％
把握率：100％

出生数：2,070人
訪問率：75.2％
把握率：100％

出生数（0歳児人口推計）：2,301人
　生後28日以内の新生児および4カ
月までの乳児を対象に実施します。

健康推進課、
保健センター

№

1 妊娠・出産に関する支援

（１）

（３）

（２）
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－１　妊娠期から子育て期まで安心して過ごすための支援

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

【子どもの事故予防対策】
　子どもの事故予防講演会
　：3回、67人
　乳幼児健診等における事故予防
　教育：5,189人
　保健所・子ども家庭支援センター
　でのパネル展示

【子どもの事故予防対策】
　子どもの事故予防講演会
※新型コロナウイルス感染拡大防止
   のため中止
　乳幼児健診等における事故予防
　教育：4,959人
　保健所・子ども家庭支援センター
　でのパネル展示

【子どもの事故予防対策】
　乳幼児健康診査等における集団教
育や講習会の実施により、引き続き
発達段階に応じた事故防止対策の
普及・啓発を行っていきます。

【保育所での取組】
　クッキング保育：1,175回
　食に関する話：376回
　セレクト給食：158回
　食育講習会：15回
　食事相談：234回
　レシピ集：2,500部発行
　リーフレット：6,000部発行
　食べ物だより：12回配布
　栄養だより：7回配布
　(対象　区立・私立・小規模・認証)

【保育所での取組】
　クッキング保育：627回
　食に関する話：407回
　セレクト給食：142回
　食育講習会：0回
　※新型コロナウイルス感染症拡大
　　 防止のため中止又は縮小
　食事相談：166回
　レシピ集：2,500部発行
　リーフレット：6,000部発行
　食べ物だより：12回配布
　栄養だより：7回配布
　(対象　区立・私立・小規模・認証)

【保育所での取組】
　引き続き、食に関する多様な事業
を実施し、園児・保護者の食への興
味・関心を高め、子どもの健やかな
育ちを支援できるよう食育を推進して
いきます。

子育て支援課

【学校での取組】
　食育の授業
　：小学校16校、中学校4校
　学校給食
　：小学校16校、中学校4校
　親子（食育）クッキング
　：小学校8校、中学校1校

【学校での取組】
　学校給食
　：小学校16校、中学校4校
　親子（食育）クッキング
　：新型コロナウイルス感染症拡大
    防止のため中止

【学校での取組】
　引き続き、食育の授業や学校給食
を通じて、児童・生徒が食に関する正
しい知識や望ましい食習慣を身に付
けることができるよう食育を推進して
いきます。親子クッキング等を通じ
て、保護者に対しても食への関心を
高めるよう取り組んでいきます。

学務課、
指導室

予防接種

＜任意予防接種助成＞
　おたふくかぜワクチン：延べ3,418人
　先天性風しん症候群緊急対策事業
　(償還分含む。)：延べ1,089人

＜任意予防接種助成＞
　おたふくかぜワクチン：延べ3,641人
　先天性風しん症候群緊急対策事業
　(償還分含む。)：延べ869人

　引き続き、予防接種法に基づく各
種予防接種および任意予防接種を
実施するとともに、乳幼児の保護者
負担軽減と接種忘れを防止するため
の支援を行っていきます。

健康推進課

2 子どもの健康推進

（１）
乳幼児健康診査・
乳幼児健康相談
（フリー乳健）

健康推進課、
保健センター

【乳幼児健康診査】
　3～4カ月児健康診査：1,893人
　1歳6カ月児健康診査：1,893人
　3歳児健康診査：1,739人

【乳幼児健康相談（フリー乳健）】
　乳幼児健康相談：44回、2,764人

【乳幼児健康診査】
　3～4カ月児健康診査：1,703人
　1歳6カ月児健康診査：1,888人
　3歳児健康診査：1,793人

【乳幼児健康相談（フリー乳健）】
※新型コロナウイルス感染拡大防止
   のため中止

 
【乳幼児健康診査】
　引き続き、乳幼児健康診査を実施
することによる健康支援に加え、健
診未受診者の状況把握についても
充実し、育児不安の更なる解消を
図っていきます。

【乳幼児健康相談（フリー乳健）】
　引き続き、相談支援の取組を実施
することにより、保護者が抱える悩み
や不安を解決・軽減し、子育て支援
に取り組んでいきます。

（２） 食育の推進

（３）

【保健所・保健センターでの取組】
　小児肥満予防教室
　：4回、延べ105人
　親子食育教室：1回、30人
　キッズクッキング：1回、39人
　幼児食育教室：2回、44人
　共食チラシ配布：2,000部

【保健所・保健センターでの取組】
　小児肥満予防教室
　：2回、延べ40人
　※新型コロナウイルス感染症拡大
　　 防止のため2回中止
　親子食育教室：1回、18人
　キッズクッキング
　：新型コロナウイルス感染症拡大
　  防止のため中止
　幼児食育教室
　：新型コロナウイルス感染症拡大
　  防止のため中止
　共食チラシ配布：2,000部

【保健所・保健センターでの取組】
　引き続き、幼少のころから食に関す
る正しい知識を高め、健康的な食生
活を実践できるよう、子どもへの食育
を推進していきます。

健康推進課、
保健センター

※
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－１　妊娠期から子育て期まで安心して過ごすための支援

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

子ども子育て応援
ネットワーク

支援連絡会議開催回数　3回

協議件数5件
【内訳】
　関係部署での情報共有　4件
　支援プラン作成件数　1件

支援連絡会議開催回数　6回

協議件数10件
【内訳】
　関係部署での情報共有　6件
　支援プラン作成件数　4件

　引き続き、保健所・保健センターと
子ども家庭支援センター（児童館）で
連携し、妊娠期から子育て期にわた
る切れ目のない支援を行います。

健康推進課、
保健センター、
子ども家庭支援
センター

（１）

3 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－２　多様な子育て支援サービスの提供

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

＜保育所申込等に関する相談体制＞
　区役所：1カ所
　その他（出張相談）
　　：特別出張所・保健所・
　 　保健センター・子ども家庭支援
   　センター

　認可保育所入所申込受付
　　：2,850件
　保育園入園出張相談での相談
　　：918件

＜保育所申込等に関する相談体制＞
　区役所：1カ所
　その他（出張相談）
　　：特別出張所・保健所・
　 　保健センター・子ども家庭支援
   　センター

　認可保育所入所申込受付
　　：2,870件
　保育園入園出張相談での相談
　　：469件

　引き続き、保育園長経験者等を窓
口に配置するほか、出張相談を実施
し、保育所の申込みや利用に関する
相談に応じるとともに、多様な相談に
応えられるよう、情報収集や各部署
との連携を図っていきます。

　地域子育て支援拠点事業（子育て
　交流サロン「あかちゃん天国」）での
　相談：1,457件
　実施箇所：7カ所

　地域子育て支援拠点事業（子育て
　交流サロン「あかちゃん天国」）での
　相談：1,357件
　実施箇所：7カ所

実施箇所：7カ所

　「妊娠・出産に関する相談窓口」での
　相談：4,512件
　（再掲）妊婦相談：1,590件

　「妊娠・出産に関する相談窓口」での
　相談：4,945件
　（再掲）妊婦相談：1,280件

　引き続き、母子保健コーディネー
ターを活用した相談支援を行い、妊
娠期から子育て期にわたる様々な不
安や悩みの解消を図っていきます。

時間外保育事業（延
長保育事業）　☆

延長保育利用定員：843人
区立スポット固定枠定員：48人
月極延長保育実利用者：472人
認証保育所19時以降契約者：70人

延長保育利用定員：919人
区立スポット固定枠定員：48人
月極延長保育実利用者：422人
認証保育所19時以降契約者：55人

延長保育利用定員：1,135人
区立スポット固定枠定員：48人
認証保育所枠： 49人

子育て支援課、
保育課

子育て短期支援事業
（ショートステイ）　☆

定員数
　養護施設：1人
　乳児院：1人
　協力家庭：4人
延べ利用宿泊日数
　総日数：101日
　　（内訳）養護施設：23日
　　　　　　 乳児院：66日
　　　　　 　協力家庭：12日

定員数
　養護施設：1人
　乳児院：1人
　協力家庭：4人
延べ利用宿泊日数
　総日数：89日
　　（内訳）養護施設：10日
　　　　　　 乳児院：79日
　　　　　 　協力家庭：0日

定員数
　養護施設：1人
　乳児院　：1人
　協力家庭：4人
年間利用定員延べ人日(受入最大
枠)
　2,190人日

子ども家庭支援
センター

幼稚園預かり保育
☆

実施園数：3園
利用定員：90人
年間利用件数：12,852件
※利用定員、利用件数ともに登録利用
   と一時利用の合計

実施園数：3園
利用定員：90人
年間利用件数：8,489件
※利用定員、利用件数ともに登録利用
   と一時利用の合計
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴
   い、幼稚園を一時期臨時休園とした。

実施園数：4園
利用定員：135人
年間受入人数：33,075人

学務課

【一時預かり保育】
　一時保育（5施設）
　　延べ利用人数：19,703人

【一時預かり保育】
　一時保育（6施設）
　　延べ利用人数：13,056人

【一時預かり保育】
　一時預かり保育（7施設）
　　延べ利用人数（受入最大枠）
　　：42,320人

【トワイライトステイ】
　トワイライトステイ（2施設）
　　延べ利用人数：782人
　　　（内訳）
　　　　幼児（延べ利用人数）：588人
　　　　児童（延べ利用人数）：194人

【トワイライトステイ】
　トワイライトステイ（2施設）
　　延べ利用人数：449人
　　　（内訳）
　　　　幼児（延べ利用人数）：411人
　　　　児童（延べ利用人数）：38人

【トワイライトステイ】
　トワイライトステイ（2施設）
　　延べ利用人数（受入最大枠）
　　：10,350人

【ファミリー・サポート・センター事業】
　提供会員数：269人
　両方会員数：181人
　活動件数：4,413件
　※活動件数は就学前･就学後
　   児童の合算

【ファミリー・サポート・センター事業】
　提供会員数：260人
　両方会員数：147人
　活動件数：1,800件
　※活動件数は就学前･就学後
　   児童の合算

【ファミリー・サポート・センター事業】
　引き続き、地域における育児の相
互援助活動を推進し、子育て家庭の
多様なニーズへの対応を図ります。

子ども家庭支援
センター

（４）

（３）

（５）

一時預かり保育、
トワイライトステイ、
ファミリー・サポート・
センター事業　☆

№

1 多様な子育て支援サービスの提供

（２）

（１） 利用者支援事業　☆

保育課、
子ども家庭支援
センター、
健康推進課
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－２　多様な子育て支援サービスの提供

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

【あかちゃん天国】
　拠点数：7カ所
　延べ利用人数実績
　：乳幼児　79,717人

【あかちゃん天国】
　拠点数：7カ所
　延べ利用人数実績
　：乳幼児　65,773人

【あかちゃん天国】
　拠点数：7カ所
　延べ利用人数見込
　：乳幼児　129,664人

【親子講座（子育て講座、絵本の読み
聞かせ等）の開催】
　子育て講座実施回数：72回
　絵本の読み聞かせ等行事回数
　：391回
　※毎日実施しているものを除く

【親子講座（子育て講座、絵本の読み聞
かせ等）の開催】
　子育て講座実施回数：15回
　絵本の読み聞かせ等行事回数
　：121回
　※毎日実施しているものを除く

【親子講座（子育て講座、絵本の読
み聞かせ等）の開催】
　引き続き、身近な地域の親子の交
流の場として、子育て講座や絵本の
読み聞かせ等の行事を開催して、子
育て家庭の支援に取り組みます。

病児保育事業（病
児・病後児保育）　☆

病児・病後児保育（4施設）
　延べ利用人数：2,173人

病児・病後児保育（4施設）
　延べ利用人数：508人

病児・病後児保育（4施設）
　延べ利用人数見込：3,633人

子ども家庭支援
センター

【育児支援ヘルパー】
　育児ヘルパー利用人数：161人
　利用日数：622日

【育児支援ヘルパー】
　育児ヘルパー利用人数：45人
　利用日数：297日

【育児支援ヘルパー】
　引き続き、育児ヘルパーの派遣に
より、保護者の負担を軽減し、家庭に
おける安定した子育てを支援してい
きます。なお、多胎児家庭に対する
支援の充実に努めていきます。

【緊急一時保育援助事業】
　緊急一時保育利用人数：0人
　利用日数：0日

【緊急一時保育援助事業】
　緊急一時保育利用人数：0人
　利用日数：0日

【緊急一時保育援助事業】
　引き続き、緊急時の育児支援を実
施していきます。

【子どもと子育て家庭の総合相談】
＜新規相談件数＞
　虐待など養護相談：542件
　育児など育成相談：110件
　その他：45件
　合計：697件
＜児童館巡回相談＞
　児童館：8カ所
　巡回相談延べ：96回
　相談件数：172件

【子どもと子育て家庭の総合相談】
＜新規相談件数＞
　虐待など養護相談：575件
　育児など育成相談：161件
　その他：62件
　合計：798件
＜児童館巡回相談＞
　児童館：8カ所
　巡回相談延べ：76回
　相談件数：204件

【子どもと子育て家庭の総合相談】
　子どもと子育て家庭を支援し、子ど
もたちが健やかに成長できるようサ
ポートする体制を引き続き充実させ
ていきます。 子ども家庭支援

センター

【教育相談・子ども電話相談】
＜来所相談＞
　ケース件数：337件
　延べ件数：2,984件
＜電話相談＞
　相談件数：75件

【教育相談・子ども電話相談】
＜来所相談＞
　ケース件数：351件
　延べ件数：3,242件
＜電話相談＞
　相談件数：118件

【教育相談・子ども電話相談】
　引き続き、教育相談・子ども電話相
談を実施します。

指導室

乳幼児クラブ（児童
館）

乳幼児クラブ登録者数：1,892人
延べ出席者数：39,488人

乳幼児クラブ登録者数：1,389人
延べ出席者数：12,005人

　引き続き、行事や遊びを通じて地域
の親子の交流を図り、子育てを支援
していきます。

子ども家庭支援
センター

（６）

地域子育て支援拠点
事業（子育て交流サ
ロン「あかちゃん天
国」）　☆

子ども家庭支援
センター

（８）
育児支援ヘルパー等
派遣事業

子ども家庭支援
センター

（７）

（９）
子どもと子育てに関
する相談事業

（１０）
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－３　特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

こどもの発達相談 こどもの発達相談件数：延べ9,774件 こどもの発達相談件数：延べ8,334件
　引き続き、こどもの発達相談を実施
し、適切な支援・療育を行います。

子ども発達支援
センター

育ちのサポートシス
テム

・コーディネーター業務：延べ638件
・育ちのサポートカルテ運用件数
　：55件
・ゆりのき連携発達相談
　：相談30件、紹介23件
・保育園巡回相談：延べ747人

・コーディネーター業務：延べ1,254件
・育ちのサポートカルテ運用件数
　：140件
・ゆりのき連携発達相談
　：相談28件、紹介22件
・保育園巡回相談：延べ664人
・発達障害支援講演会：1回、31人

　引き続き、育ちのサポートシステム
を推進し、「育ちに支援を必要とする
子ども」に対し、切れ目のない一貫し
た支援を行います。

子ども発達支援
センター

障害児支援事業

・児童発達支援：延べ1,594件
・放課後等デイサービス
　：延べ2,458件
・保育所等訪問支援：延べ25回
・医療的ケア児等支援連携部会
　：3回開催
・医療的ケア児コーディネーター
　の配置

・児童発達支援：延べ1,146件
・放課後等デイサービス
　：延べ2,147件
・保育所等訪問支援：延べ25回
・医療的ケア児等支援連携部会
　：3回開催（1回は書面開催）
・医療的ケア児コーディネーター
　の配置

　引き続き、子ども発達支援センター
を中核に、障害児支援事業を実施し
ます。

障害者福祉課、
子ども発達支援
センター

特別支援教育の充
実

就学相談状況
：小学校98件、中学校22件

　知的に課題がなく発達障害などが
ある児童・生徒に対して、適切な指
導を行うため、全小中学校に特別支
援教室を設置し、巡回指導教員が各
小中学校で少人数で個別指導を実
施した。

就学相談状況
：小学校135件、中学校35件

　知的に課題がなく発達障害などが
ある児童・生徒に対して、適切な指
導を行うため、全小中学校に特別支
援教室を設置し、巡回指導教員が各
小中学校で少人数で個別指導を実
施した。

　就学相談は今後も増加傾向にある
ため、相談方法を見直しながら、効
果的かつ効率的な相談体制を検討
していきます。
　発達障害のある児童・生徒が在籍
する学校で、より適切な支援を受け
られる体制を強化するため、引き続
き全小中学校の特別支援教育コー
ディネーターや教員の指導力の向上
に向けた取組を推進していきます。

指導室

養育支援訪問事業
☆

　虐待の未然防止に向けた取組とし
て、特に母子保健サービス（母親学
級や新生児訪問事業、乳幼児健診
等）を実施する保健所・保健センター
等と連携し、特定妊婦や子育てに強
い不安を抱える家庭、虐待のおそれ
やリスクを抱えて特に支援が必要な
家庭に対して訪問により指導や助言
を行う「養育支援訪問事業」を実施し
た。
　支援家庭数：4家庭

　虐待の未然防止に向けた取組とし
て、特に母子保健サービス（母親学
級や新生児訪問事業、乳幼児健診
等）を実施する保健所・保健センター
等と連携し、特定妊婦や子育てに強
い不安を抱える家庭、虐待のおそれ
やリスクを抱えて特に支援が必要な
家庭に対して訪問により指導や助言
を行う「養育支援訪問事業」を実施し
た。
　支援家庭数：4家庭

　特に配慮を必要とする子どもとその
家庭に対し、ヘルパーを派遣するこ
とで、育児や家事の軽減を図ると同
時に、子どもの安否を確認し、家庭
内の虐待のリスクを下げることがで
きているので、より効果的な支援が
できるよう、事業所との連携を強化し
ていきます。

子ども家庭支援
センター

要保護児童対策地
域協議会　☆

代表者会議：1回
実務者会議：4回
個別ケース会議：42回
オレンジリボンキャンペーン
：11月に京橋地区・日本橋地区・
 月島地区で実施

代表者会議：1回
実務者会議：4回
個別ケース会議：57回
オレンジリボンキャンペーンについて
：新型コロナウイルス感染症拡大
 防止のため街頭啓発のみ中止し、
 広報・啓発活動は実施

　要保護児童対策地域協議会の中
で、民生・児童委員や担当地域の主
任児童委員など関係機関との連携を
より一層強化するとともに、体罰や暴
言を使わない子育てについて保護者
の理解を深めていきます。

子ども家庭支援
センター

児童虐待情報専用
電話「子どもほっとラ
イン」

被虐待（身体）：3件
被虐待（心理）：3件
被虐待（ネグレクト）：0件
虐待非該当・特定不可：14件
計20件

被虐待（身体）：5件
被虐待（心理）：2件
被虐待（ネグレクト）：2件
虐待非該当・特定不可：8件
計17件

　引き続き、児童虐待防止の広報・
啓発活動から「子どもほっとライン」
の周知を図っていきます。

子ども家庭支援
センター

（１）

（２）

（３）

№

1

2

育ちに支援を必要とする子どもへの支援

（１）

（２）

（３）

（４）

児童虐待防止対策
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－３　特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

実費徴収に係る補足
給付を行う事業　☆

実費徴収に係る補足給付件数：
　【保育課】延べ75件
　【学務課】41件
（内訳）
　【保育課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ1件
　＜2号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ46件
　＜3号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ22件
　＜施設等利用給付認定＞
　　給食費(副食材料費)：延べ6件
　【学務課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：41件

実費徴収に係る補足給付件数：
　【保育課】延べ69件
　【学務課】27件
（内訳）
　【保育課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ1件
　＜2号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ13件
　＜3号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ24件
　＜施設等利用給付認定＞
　　給食費(副食材料費)：延べ31件
　【学務課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：27件

　引き続き、保護者の経済的な負担
軽減を図っていきます。

保育課、
学務課

子どもの学習支援

学習会
　年30回開催
　参加延べ人数：478人
ひとり親家庭向け学習会
　年108回開催（36回×3会場）
　参加延べ人数：726人

学習会
　年28回開催
　参加延べ人数：468人
ひとり親家庭向け学習会
　年108回開催（36回×3会場）
　参加延べ人数：719人

　引き続き、学習会を開催し、学習習
慣の定着とソーシャルスキルや自己
肯定感の向上を目指すとともに、ひ
とり親家庭特有の悩みに対する精神
的なケアを図っていきます。

生活支援課、
子育て支援課

就学援助
要・準要保護認定者数
  小学校：644人
  中学校：319人

要・準要保護認定者数
  小学校：635人
  中学校：330人

　引き続き、義務教育の円滑な実施
のため、援助を行います。

学務課

受験生チャレンジ支
援貸付

相談件数
　新規：56件
　継続：338件
貸付実績
　塾代等受講費用：15件
　受験料：17件

相談件数
　新規：60件
　継続：578件
貸付実績
　塾代等受講費用：21件
　受験料：28件

　引き続き、進学支援のため、委託
先の社会福祉協議会と連携を図りな
がら、貸付事業の利用促進に努めて
いきます。

生活支援課

【ひとり親家庭の自立支援】
　自立支援教育訓練給付金：0人
　高等職業訓練促進給付金：3人
　ホームヘルプサービス：10世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　延べ310回

【ひとり親家庭の自立支援】
　自立支援教育訓練給付金：1人
　高等職業訓練促進給付金：2人
　ホームヘルプサービス：7世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　延べ230回

　引き続き、ひとり親家庭が精神的・
経済的に自立した生活を営めるよ
う、主体的な能力開発や資格取得へ
の支援を行うことのほか、さまざまな
ニーズに対応し、ひとり親家庭の自
立を促進する支援を実施していきま
す。

【ひとり親家庭相談・女性相談】
　ひとり親家庭相談：535件
　女性相談：82件

【ひとり親家庭相談・女性相談】
　ひとり親家庭相談：426件
　女性相談：124件

　引き続き、相談を実施します。

（３）

（４）

3 子育て世帯への経済的支援

ひとり親家庭の支援（１） 子育て支援課

4 ひとり親家庭の自立支援

（１）

（２）
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方向性３　地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

基本施策３－１　地域・社会全体による子育ての推進

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）

ワーク・ライフ・バランス推進事業
　新規認定企業数：4社
　アドバイザー派遣企業数：1社
　セミナー開催回数：年2回
中央区イクメン講座
　参加者数：21人（託児件数15件）
　開催回数：年2回
　※新型コロナウイルス感染症拡大
　　 防止のため1回中止

ワーク・ライフ・バランス推進事業
　新規認定企業数：2社
　アドバイザー派遣企業数：5社
　セミナー開催回数：年2回
中央区イクメン講座
　参加者数：22人（託児件数12件）
　開催回数：年3回

　引き続き、区内企業のワーク・ライ
フ・バランス推進に向けた取組を支
援するとともに、男性の家事・育児へ
の参画を促進するための学びの場を
提供します。

総務課

育児中の保護者社
会参加応援事業

参加者：44人（託児件数43件）
開催回数：年5回
（原則奇数月第3水曜日）
　※新型コロナウイルス感染症拡大
　　 防止のため1回中止

参加者：38人（託児件数42件）
開催回数：年4回
（原則奇数月第3水曜日）
　※新型コロナウイルス感染症拡大
　　 防止のため2回中止

　引き続き、育児中の保護者の社会
参加の機会を提供します。

総務課

保育所での地域交流
事業

　区立保育所：延べ98回実施
　私立保育所：延べ228回実施
・地域のおとしよりとの交流
・福祉センターとの交流
・幼稚園との交流
・小学校との交流給食など

　区立保育所：延べ0回実施
　私立保育所：延べ23回実施
・地域のおとしよりとの交流
・幼稚園との交流
・小学校との交流など
  ※新型コロナウイルス感染症拡大
　　防止のため中止又は縮小

　引き続き、身近な地域の方々や、
保育所・幼稚園・小学校の子どもたち
との地域における交流を推進してい
きます。

子育て支援課、
保育課

（２）
地域家庭教育推進
協議会

＜協議会＞
　委員：14人
　会議：6回
＜家庭教育学習会（総計）＞
　実施状況：71講座、73回
　参加者数：3,413人
＜報告・交流会＞
　実施状況：新型コロナウイルス感染
  症拡大防止のため中止

＜協議会＞
　委員：14人
　会議：6回
＜家庭教育学習会（総計）＞
　実施状況：14講座、14回
　参加者数：370人
＜報告・交流会＞
　実施状況：1回
　参加者数：29人

　引き続き、地域全体で家庭教育を
支援していくため、家庭教育学習会
の充実に努めます。特に、父親の家
庭教育参加や親力の向上、子育て
不安の軽減等、重点課題をとらえた
企画を推進します。

文化・生涯学習課

家庭教育学習会（協
議会主催）

＜家庭教育学習会 （子育てキャンパ
ス）＞
　実施状況：6講座、6回
　参加者数：93人

＜家庭教育学習会 （その他協議会
主催講座）＞
　実施状況：5講座、7回
　参加者数：199人

＜家庭教育学習会 （子育てキャンパ
ス）＞
　実施状況：1講座、1回
　参加者数：13人

＜家庭教育学習会 （その他協議会
主催講座）＞
　実施状況：3講座、3回
　参加者数：88人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育学習会（入
園・入学準備期等）
（幼稚園・小・中学校
との共催）

<家庭教育学習会(入園・入学準備期
等)>
　実施状況：3講座、3回
　参加者数：355人

<家庭教育学習会(入園・入学準備期
等)>
　実施状況：新型コロナウイルス感染
　症拡大防止のため中止

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育学習会（団
体との共催）

<家庭教育学習会（団体との共催）>
　実施状況：56講座、56回
　参加者数：2,648人

<家庭教育学習会（団体との共催）>
　実施状況：9講座、9回
　参加者数：269人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育講演会（中
央区PTA連合会との
共催）

＜家庭教育講演会＞
　実施状況：1回
　参加者数：118人

＜家庭教育講演会＞
　実施状況：1回（動画配信） （地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育学習会「お
やじの出番！」（父親
の子育て参加促進事
業）

<家庭教育学習会（「おやじの出
番！」)>
　実施状況：11講座、12回
　参加者数：349人
　（実績は内数）

<家庭教育学習会（「おやじの出
番！」)>
　実施状況：3講座、3回
　参加者数：88人
　（実績は内数）

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

報告・交流会
＜報告・交流会＞
　実施状況：新型コロナウイルス感染
　症拡大防止のため中止

＜報告・交流会＞
　実施状況：1回
　参加者数：29人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

子育て支援講座
＜子育て支援講座＞
　開催回数：12回
　参加者数：151人

＜子育て支援講座＞
　開催回数：7回
　参加者数：145人

　引き続き、親力向上と地域組織力
向上を目的とした講座を実施します。

子ども家庭支援
センター

（３）

№

1 ワーク・ライフ・バランスの推進

（１）

（２）

（１）

2 地域における子育て支援

家
庭
教
育
学
習
会
の
内
訳
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方向性３　地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

基本施策３－１　地域・社会全体による子育ての推進

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課№

通学路等の安全確
保

・防犯ブザーの配布：1,468個
・こども110番登録件数：705件
・こども安全安心メール登録者数
　：15,749人
・区内幼稚園･保育園の3～5歳児
 対象に、交通安全教育絵本を配布
・区内小学校新入学生全員に、ラン
　ドセルカバーを配布
・通学路の安全点検実施：8校

・防犯ブザーの配布：1,554個
・こども110番登録件数：699件
・こども安全安心メール登録者数
　：16,945人
・区内幼稚園･保育園の3～5歳児
 対象に、交通安全教育絵本を配布
・区内小学校新入学生全員に、ラン
　ドセルカバーを配布
・通学路の安全点検実施：2校

　引き続き、関係機関と連携し、登下
校時の通学路等における児童・生
徒・園児の安全確保に努めます。

学務課、
環境政策課

（１）

3 子どもを守る安全なまちづくり

14



方向性３　地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

基本施策３－２　次世代の育成支援

事業
令和元年度
（前年度）

令和2年度
（現年度）

最終年度（令和6年度）
目標

所管課

文化のリレーの実施

お茶会、書道、フラダンス、バルーン
アート、マジック教室、蕎麦打ちなど
　年21回開催（うち3回は公募型）
　参加人数：441人
（新型コロナウイルス感染症拡大防止
 のため4回中止）
※3館（築地、日本橋、月島の各社会
　 教育会館）合計
　各館で講座等を企画し、主に子ども
　の居場所「プレディ」内を利用して実
　施している。

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、全て中止

　プレディでの実施にとどまらず、活
動場所を拡充します。

文化・生涯学習課

＜少年リーダーの養成＞
　少年リーダー養成研修会参加者
　：83人(宿泊研修のみ）

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止

　引き続き、少年リーダーを養成して
いきます。

＜青年リーダーの育成＞
・区の事業および地域活動への協力
・少年リーダー養成研修会
　：4人（若葉会）
・子どもフェスティバル
　：9人（いろは会・若葉会）
・新成人のつどい
　：14人（いろは会・若葉会）
・その他：多数

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止により、派遣先の事業が中止とな
り実績無

　引き続き、青年リーダーの育成を
図っていきます。

スポーツ少年団

種目：野球、剣道、バドミントン、
　　　 　 卓球、空手道など
　登録団：18団
　登録団員：737人
　指導者：230人

種目：野球、剣道、バドミントン、
　　　 　 卓球、空手道など
　登録団：17団
　登録団員：614人
　指導者：228人

　現在の登録団数・団員数を増加さ
せるよう取り組みます。

スポーツ課

少年少女スポーツ教
室

区主催：
野球、サッカー、水泳、バレーボール、
テニスなど9種目11教室617人参加
体育協会主催：
合気道（体験）、トランポリン（体験）
2種目2教室80人参加
※中学生・保護者含む

区主催：
サッカー、水泳、剣道、テニスなど
5種目5教室202人参加
体育協会主催：
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止
※中学生・保護者含む

　引き続き、少年少女スポーツ教室
を開催していきます。

スポーツ課

（３）

（４）

№

1 青少年の健全育成

（１）

（２）
少年リーダー養成研
修会

文化・生涯学習課
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